
議案第 70号  

 

 

   西脇市議会議員及び西脇市長の選挙における選挙運動用  

自動車の使用の公営に関する条例等の一部を改正する条  

例の制定について  

 

 

 西脇市議会議員及び西脇市長の選挙における選挙運動用自動車の使

用の公営に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。  

 

 

  令和４年 11月 30日  

 

 

                 西脇市長  片  山  象  三  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 公職選挙法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、所要の改正

を行う必要があるため。  



西
脇

市
議

会
議

員
及

び
西

脇
市

長
の

選
挙

に
お

け
る

選
挙

運
動

用
自

動
車

の
使

用
の

公
営

に
関

す
る

条
例

等
の

一
部

を
改

正
す

る
 

条
例

 

   
（

西
脇

市
議

会
議

員
及

び
西

脇
市

長
の

選
挙

に
お

け
る

選
挙

運
動

用
自

動
車

の
使

用
の

公
営

に
関

す
る

条
例

の
一

部
改

正
）

 

第
１

条
 

西
脇

市
議

会
議

員
及

び
西

脇
市

長
の

選
挙

に
お

け
る

選
挙

運
動

用
自

動
車

の
使

用
の

公
営

に
関

す
る

条
例

（
平

成
1
7
年

西
脇

市
条

例
第

７
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
、

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

  
（
公
費
の
支
払
）
 

第
４
条
 
西
脇
市
は
、
候
補
者
（
前
条
の
届
出
を
し
た
者
に
限
る
。
）
が
同
条
の
契
約
に
基
づ

き
当
該
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
そ
の
他
の
者
（
以
下
 

「
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
支
払
う
べ
き
金
額
の
う
ち
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
を
、
第
２
条
た
だ
し
書
に
規
定
す

る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
当
該
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
等
か
ら
の
請

求
に
基
づ
き
、
当
該
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
等
に
対
し
支
払
う
。
 

⑴
 
（
略
）
 

⑵
 
当
該
契
約
が
一
般
運
送
契
約
以
外
の
契
約
で
あ
る
場
合
 
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

 
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
金
額
 

ア
 
当
該
契
約
が
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
借
入
れ
契
約
（
以
下
「
自
動
車
借
入
れ
契
約
」

 
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
 
当
該
選
挙
運
動
用
自
動
車
（
同
一
の
日
に
お
い
て
自
動
車

借
入
れ
契
約
に
よ
り
２
台
以
上
の
選
挙
運
動
用
自
動
車
が
使
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当

該
候
補
者
が
指
定
す
る
い
ず
れ
か
１
台
の
選
挙
運
動
用
自
動
車
に
限
る
。
）
の
そ
れ
ぞ

れ
に
つ
き
、
選
挙
運
動
用
自
動
車
と
し
て
使
用
さ
れ
た
各
日
に
つ
い
て
そ
の
使
用
に
対

し
支
払
う
べ
き
金
額
（
当
該
金
額
が
16
,1
00
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
16
,1
00
円
）
の

合
計
金
額
 

イ
 
当
該
契
約
が
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
燃
料
の
供
給
に
関
す
る
契
約
で
あ
る
場
合
 
当

該
契
約
に
基
づ
き
当
該
選
挙
運
動
用
自
動
車
に
供
給
し
た
燃
料
の
代
金
（
当
該
選
挙
運

動
用
自
動
車
（
こ
れ
に
代
わ
り
使
用
さ
れ
る
他
の
選
挙
運
動
用
自
動
車
を
含
む
。
）
が

既
に
前
条
の
届
出
に
係
る
契
約
に
基
づ
き
供
給
を
受
け
た
燃
料
の
代
金
と
合
算
し
て
、

 
 
 
 7
,7
00
円
に
当
該
候
補
者
に
つ
き
法
第
86
条
の
４
第
１
項
、
第
２
項
、
第
５
項
、
第
６

項
又
は
第
８
項
の
規
定
に
よ
る
候
補
者
の
届
出
の
あ
っ
た
日
か
ら
当
該
選
挙
の
期
日
の

前
日
（
法
第
 1
00
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
投
票
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、

そ
の
事
由
が
生
じ
た
日
。
以
下
同
じ
。
）
ま
で
の
日
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
達
す
る

ま
で
の
部
分
の
金
額
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該

候
補
者
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
委
員
会
が
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
 

 
 
ウ
 
（
略
）
 

 

 
（
公
費
の
支
払
）
 

第
４
条
 
西
脇
市
は
、
候
補
者
（
前
条
の
届
出
を
し
た
者
に
限
る
。
）
が
同
条
の
契
約
に
基
づ
 

き
当
該
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
そ
の
他
の
者
（
以
下
 

「
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
に
支
払
う
べ
き
金
額
の
う
ち
、
次
 

の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
を
、
第
２
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
 

る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
当
該
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
等
か
ら
の
請
 

求
に
基
づ
き
、
当
該
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
等
に
対
し
支
払
う
。
 

⑴
 
（
略
）
 

⑵
 
当
該
契
約
が
一
般
運
送
契
約
以
外
の
契
約
で
あ
る
場
合
 
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
 

 
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
金
額
 

ア
 
当
該
契
約
が
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
借
入
れ
契
約
（
以
下
「
自
動
車
借
入
れ
契
約
」
 

 
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
 
当
該
選
挙
運
動
用
自
動
車
（
同
一
の
日
に
お
い
て
自
動
車
 

借
入
れ
契
約
に
よ
り
２
台
以
上
の
選
挙
運
動
用
自
動
車
が
使
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
 

該
候
補
者
が
指
定
す
る
い
ず
れ
か
１
台
の
選
挙
運
動
用
自
動
車
に
限
る
。
）
の
そ
れ
ぞ
 

れ
に
つ
き
、
選
挙
運
動
用
自
動
車
と
し
て
使
用
さ
れ
た
各
日
に
つ
い
て
そ
の
使
用
に
対
 

し
支
払
う
べ
き
金
額
（
当
該
金
額
が
15
,8
00
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
15
,8
00
円
）
の
 

合
計
金
額
 

イ
 
当
該
契
約
が
選
挙
運
動
用
自
動
車
の
燃
料
の
供
給
に
関
す
る
契
約
で
あ
る
場
合
 
当
 

該
契
約
に
基
づ
き
当
該
選
挙
運
動
用
自
動
車
に
供
給
し
た
燃
料
の
代
金
（
当
該
選
挙
運
 

動
用
自
動
車
（
こ
れ
に
代
わ
り
使
用
さ
れ
る
他
の
選
挙
運
動
用
自
動
車
を
含
む
。
）
が
 

既
に
前
条
の
届
出
に
係
る
契
約
に
基
づ
き
供
給
を
受
け
た
燃
料
の
代
金
と
合
算
し
て
、
 

 
 
 
 7
,5
60
円
に
当
該
候
補
者
に
つ
き
法
第
86
条
の
４
第
１
項
、
第
２
項
、
第
５
項
、
第
６
 

項
又
は
第
８
項
の
規
定
に
よ
る
候
補
者
の
届
出
の
あ
っ
た
日
か
ら
当
該
選
挙
の
期
日
の
 

前
日
（
法
第
 1
00
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
投
票
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、

そ
の
事
由
が
生
じ
た
日
。
以
下
同
じ
。
）
ま
で
の
日
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
達
す
る
 

ま
で
の
部
分
の
金
額
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
 

候
補
者
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
委
員
会
が
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
 

 
 
ウ
 
（
略
）
 

 

 
（

西
脇

市
議

会
議

員
及

び
西

脇
市

長
の

選
挙

に
お

け
る

選
挙

運
動

用
ポ

ス
タ

ー
の

作
成

の
公

営
に

関
す

る
条

例
の

一
部

改
正

）
 



第
２

条
 

西
脇

市
議

会
議

員
及

び
西

脇
市

長
の

選
挙

に
お

け
る

選
挙

運
動

用
ポ

ス
タ

ー
の

作
成

の
公

営
に

関
す

る
条

例
（

平
成

1
7
年

西
脇

市
条

例

第
８

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
、

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

  
（
公
費
の
支
払
）
 

第
４
条
 
西
脇
市
は
、
候
補
者
（
前
条
の
届
出
を
し
た
者
に
限
る
。
）
が
同
条
の
契
約
に
基
づ

き
当
該
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
を
業
と
す
る
者
に
支
払
う
べ
き
金
額
の
う

ち
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
の
１
枚
当
た
り
の
作
成
単
価

（
当
該
作
成
単
価
が
、
 5
41
円
31
銭
に
当
該
選
挙
が
行
わ
れ
る
区
域
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲

示
場
の
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
 3
16
,2
50
円
を
加
え
た
金
額
を
当
該
選
挙
が
行
わ
れ
る
区

域
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
で
除
し
て
得
た
金
額
（
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
端
数
は
、
１
円
と
す
る
。
以
下
「
単
価
の
限
度
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場

合
に
は
、
当
該
単
価
の
限
度
額
）
に
当
該
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
枚
数
（
当
該
候
補

者
を
通
じ
て
当
該
選
挙
が
行
わ
れ
る
区
域
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
に
相
当
す
る
数

の
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
候
補
者

か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
委
員
会
が
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
第

２
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
当
該
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
を
業

と
す
る
者
か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
、
当
該
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
を
業
と
す
る
者
に
対
し
支
払
う
。

 

 
（
公
費
の
支
払
）
 

第
４
条
 
西
脇
市
は
、
候
補
者
（
前
条
の
届
出
を
し
た
者
に
限
る
。
）
が
同
条
の
契
約
に
基
づ
 

き
当
該
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
を
業
と
す
る
者
に
支
払
う
べ
き
金
額
の
う
 

ち
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
作
成
さ
れ
た
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
の
１
枚
当
た
り
の
作
成
単
価
 

（
当
該
作
成
単
価
が
、
 5
25
円
６
銭
に
当
該
選
挙
が
行
わ
れ
る
区
域
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
 

示
場
の
数
を
乗
じ
て
得
た
金
額
に
 3
10
,5
00
円
を
加
え
た
金
額
を
当
該
選
挙
が
行
わ
れ
る
区

域
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
で
除
し
て
得
た
金
額
（
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
端
数
は
、
１
円
と
す
る
。
以
下
「
単
価
の
限
度
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場

合
に
は
、
当
該
単
価
の
限
度
額
）
に
当
該
選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
枚
数
（
当
該
候
補

者
を
通
じ
て
当
該
選
挙
が
行
わ
れ
る
区
域
に
お
け
る
ポ
ス
タ
ー
掲
示
場
の
数
に
相
当
す
る
数

の
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
候
補
者

か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
委
員
会
が
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
第

２
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
当
該
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
を
業
 

と
す
る
者
か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
、
当
該
ポ
ス
タ
ー
の
作
成
を
業
と
す
る
者
に
対
し
支
払
う
。

 

 
（

西
脇

市
議

会
議

員
及

び
西

脇
市

長
の

選
挙

に
お

け
る

選
挙

運
動

用
ビ

ラ
の

作
成

の
公

営
に

関
す

る
条

例
の

一
部

改
正

）
 

第
３

条
 

西
脇

市
議

会
議

員
及

び
西

脇
市

長
の

選
挙

に
お

け
る

選
挙

運
動

用
ビ

ラ
の

作
成

の
公

営
に

関
す

る
条

例
（

令
和

２
年

西
脇

市
条

例
第

3
3
 

 
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
、

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

  
（
公
費
の
支
払
）
 

第
４
条
 
西
脇
市
は
、
候
補
者
（
前
条
の
届
出
を
し
た
者
に
限
る
。
）
が
同
条
の
契
約
に
基
づ

き
当
該
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
ビ
ラ
作
成
業
者
に
支
払
う
べ
き
金
額
の
う
ち
、
当
該
契
約
に

基
づ
き
作
成
さ
れ
た
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
１
枚
当
た
り
の
作
成
単
価
（
当
該
作
成
単
価
が
７

円
73
銭
を
超
え
る
場
合
に
は
、
７
円
73
銭
）
に
当
該
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
枚
数
（
当
該

候
補
者
を
通
じ
て
法
第
 1
42
条
第
１
項
第
６
号
に
規
定
す
る
枚
数
の
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る

こ
と
に
つ
き
、
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
候
補
者
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、

委
員
会
が
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
、
第
２
条
た
だ
し
書
に
規
定

す
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
当
該
ビ
ラ
作
成
業
者
か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
、
当
該

ビ
ラ
作
成
業
者
に
対
し
支
払
う
。
 

 
（
公
費
負
担
の
限
度
額
）
 

第
５
条
 
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
を
作
成
す
る
場
合
の
公
費
負
担
の
限
度
額

は
、
候
補
者
１
人
に
つ
い
て
、
７
円
73
銭
に
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
枚
数
（
当
該
作
成
枚

数
が
法
第
 1
42
条
第
１
項
第
６
号
に
規
定
す
る
枚
数
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
号
に
規
定
す

 

 
（
公
費
の
支
払
）
 

第
４
条
 
西
脇
市
は
、
候
補
者
（
前
条
の
届
出
を
し
た
者
に
限
る
。
）
が
同
条
の
契
約
に
基
づ

き
当
該
契
約
の
相
手
方
で
あ
る
ビ
ラ
作
成
業
者
に
支
払
う
べ
き
金
額
の
う
ち
、
当
該
契
約
に

基
づ
き
作
成
さ
れ
た
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
１
枚
当
た
り
の
作
成
単
価
（
当
該
作
成
単
価
が
７

円
51
銭
を
超
え
る
場
合
に
は
、
７
円
51
銭
）
に
当
該
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
枚
数
（
当
該

候
補
者
を
通
じ
て
法
第
 1
42
条
第
１
項
第
６
号
に
規
定
す
る
枚
数
の
範
囲
内
の
も
の
で
あ
る

こ
と
に
つ
き
、
委
員
会
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
候
補
者
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、

委
員
会
が
確
認
し
た
も
の
に
限
る
。
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
、
第
２
条
た
だ
し
書
に
規
定

す
る
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
限
り
、
当
該
ビ
ラ
作
成
業
者
か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
、
当
該

ビ
ラ
作
成
業
者
に
対
し
支
払
う
。
 

 
（
公
費
負
担
の
限
度
額
）
 

第
５
条
 
第
２
条
の
規
定
に
よ
り
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
を
作
成
す
る
場
合
の
公
費
負
担
の
限
度
額
 

は
、
候
補
者
１
人
に
つ
い
て
、
７
円
51
銭
に
選
挙
運
動
用
ビ
ラ
の
作
成
枚
数
（
当
該
作
成
枚

数
が
法
第
 1
42
条
第
１
項
第
６
号
に
規
定
す
る
枚
数
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
号
に
規
定
す
 

 



 る
枚
数
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。
 

る
枚
数
）
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。
 

 

 

 
附

 
則

 

 
こ

の
条

例
は

、
公

布
の

日
か

ら
施

行
す

る
。

 

 


